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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年６月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２５年１２月１７日 １２時２０分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港の千葉第４区の今井岸壁 

 千葉県袖ケ浦市所在の袖ケ浦東京ガス西シーバース灯から真方位１

６４°１.６海里付近 

 （概位 北緯３５°２６.８′ 東経１３９°５８.３′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー 第二孝和
こ う わ

丸、６９６トン 

 １３２０７４、伸
しん

栄
えい

海運株式会社 

 ６３.２８ｍ×１０.８０ｍ×４.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成３年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５９年１月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２５年７月２３日 

  免状有効期間満了日 平成３１年１月１９日 

一等航海士（航海士Ａ） 男性 ６２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５４年１月１９日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年７月１日 

  免状有効期間満了日 平成２６年７月１２日 

機関長 男性 ６６歳 

 三級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 昭和５６年３月３１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１２月１９日 

  免状有効期間満了日 平成２６年８月２３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷貨物ポンプの防熱材に焼損 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、千葉港千葉第４区の今井岸壁に

係留して積荷のアスファルト約１,０００㎥の揚げ荷役を平成２５年
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１２月１７日０９時３０分ごろから始め、２番貨物タンクを１１時４

５分ごろ終了し、１１時５０分ごろ３番貨物タンクを開始した。 

本船は、３番貨物タンクの揚げ荷役中、１２時２０分ごろ、航海士

Ａが、船尾楼甲板船首側にある貨物ポンプ室上部前壁の船首側に備え

られた貨物ポンプ圧力ゲージ前において、揚げ荷役の監視をしていた

ところ、同圧力ゲージ下方にある同室内点検用の開口部（直径約３０

cm）から、同室内に白煙が上がっていることを発見した。 

航海士Ａは、船尾楼甲板右舷船首側にある貨物ポンプ室出入口から

同室へ入って下段に下りたところ、右舷貨物ポンプ（歯車ポンプであ

り、以下「本件ポンプ」という。）付近から白煙が上がり、本件ポン

プの船首側サイドケース（以下「本件ケース」という。）の右舷側下

方付近に火炎を認めた。 

本船は、航海士Ａ等が初期消火を始めるとともに、本件ポンプを停

止して揚げ荷役をやめ、船橋で火災発生の報告を受けた船長が１２時

２３分ごろ荷受会社に連絡した。 

本船は、航海士Ａ等が、本船及び荷受会社の持ち運び式消火器計１

９本を使用して消火活動を続け、１２時３５分ごろ、火炎及び煙が認

められなくなった。 

本船は、船長が１２時４０分ごろ火災の発生及び火勢が収まった旨

を船舶所有会社及び海上保安庁へ通報し、来援した海上保安部職員及

び消防隊員により、１３時５７分ごろ鎮火が確認された。 

 本船は、乗組員等にけがはなく、本件ポンプの防熱材が焼損した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船は、本事故時、１番及び４番貨物タンクにストレートアスファ

ルト約４７０㎥、２番貨物タンクにブロンアスファルト約２５０㎥及

び３番貨物タンクにプロパンアスファルト約２８０㎥を積載してい

た。 

本船は、貨物のアスファルトを加熱して揚げ荷するため、熱媒体専

用油（以下「熱媒油」という。）を熱媒ヒーターで約２１０℃に加熱

し、貨物ポンプ、貨物油タンク等の加熱管に通油して循環させていた。 

 貨物ポンプ、貨物油管、熱媒油管等は、周囲を防熱材で被覆されて

いた。 

積荷のアスファルトの温度は、１番及び４番貨物タンクが約１６

０℃、２番貨物タンクが約１９０℃及び３番貨物タンクが約１７７℃

であった。 

本船は、荷役中、貨物ポンプ室の点検を約３０分ごとに行ってお

り、本事故発生の約３０分前にも点検したが、異常はなかった。 

本事故後の本件ポンプメーカー等による本件ポンプ及び左舷貨物ポ

ンプの点検において、次のことが判明した。 
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１‘本件ポンプの熱媒油管がフランジを介して接続された上部ジャケ

ットカバー’（以下「本件カバー」という。）の取付けボルト穴４か

所から、熱媒油が漏れていた。 

２ 本件カバーを取り外し、パッキン等を確認したところ、パッキン

の経年劣化による硬化が認められた。 

３ 本件ポンプ船首側の軸受カバー及び本件ケースを取り外し、軸受

等を確認したが、異常はなかった。 

４ 本件ポンプは、点検後、復旧されてターニングが行われ、異常が

なかった。 

５ 本件ケース軸受右舷側下部及び本件ポンプ右舷側面の船首側の防

熱材は、焼損が激しかった。 

６ 左舷貨物ポンプは、上部ジャケットカバーを取り外して点検さ

れ、異常はなかった。 

熱媒油の温度は、ふだんの熱媒ヒーター使用の際、同ヒーター出口

で約２１０℃であり、戻り口で約１９５～２００℃であった。 

貨物ポンプの防熱材は、グラスウールを使用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、千葉港千葉第４区の今井岸壁に係留してアスファルトの揚

げ荷役中、熱媒油が、本件カバーの取付けボルト穴から漏れたことか

ら、漏れた熱媒油が、本件ポンプに被覆されていた防熱材にしみこ

み、本件ケース軸受の高温部に接触するなどして発火し、付近の防熱

材等に延焼して火災が発生したものと考えられる。 

 漏れた熱媒油は、防熱材にしみこみ、異物が混入するなどしたこと

から、発火温度が低下していた可能性があると考えられるが、その状

況を明らかにすることはできなかった。  

熱媒油は、本件カバーのパッキンが経年劣化によって硬化し、シー

ル不良となったことから、本件カバーの取付けボルトの穴から漏れた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、千葉港千葉第４区の今井岸壁に係留してアスフ

ァルトの揚げ荷役中、熱媒油が、本件カバーの取付けボルト穴から漏

れたため、漏れた熱媒油が、本件ポンプに被覆されていた防熱材にし

みこみ、本件ケース軸受の高温部に接触するなどして発火し、付近の

防熱材等に延焼したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・貨物ポンプのジャケットカバーパッキンは、ジャケットカバー取

り外しの際及び貨物ポンプの定期的整備時に交換すること。  


